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１．番号制度の導入に向けて

社会保障・税番号制度の導入により、地方公共団体において生活保護、児童手当、介

護保険といった社会保障分野の事務に個人番号を利用することとなります。

これにより、同一の住民の方の情報を適切に管理することができようになるとともに、

各種給付事務などに必要な、他の機関の保有する情報を、オンラインで共有すること

が可能になります。

地方公共団体における番号制度の導入準備については、当省の他、

内閣官房、総務省から各種資料が提供されていますので、これら

資料を確認の上、平成２８年１月の番号利用開始及び

平成２９年７月の情報連携開始に向け、着実な準備を進めて

いただきますよう、よろしくお願いします。
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平成25年５月 番号関連法の成立・公布

平成26年度～ システム改修等の設計・構築

平成27年10月～ 国民への個人番号の通知の開始

平成28年１月～ 個人番号の利用の開始

個人番号カードの交付の開始
（個人の申請により市町村が交付）

平成29年１月～ 国の機関間での情報連携の開始

平成29年７月目途～ 地方公共団体・医療保険者等との
情報連携も開始
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社会保障・税番号制度の全体スケジュール
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(1) 制度の理解と住民説明

• 平成28年1月 個人番号の利用開始（申請者等に対し、各種申請書類へ個人番号の記入を求める等）
• このため、窓口担当者を含め関係業務に関わる職員は、住民等からの問合せに対応できるよう、番号制度

への理解を深める必要がある。
※ マイナンバーホームページ（内閣官房HP） → 「番号制度の概要」

(2) 取扱いガイドラインの遵守

• 特定個人情報(※1)の取扱い等に関しては、番号法等に基づき厳格なルールが定められており、違反した者
には罰則が適用される場合がある。

• 個人番号を取扱う実務担当者は、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等・地
方公共団体等編）」 (※2)に基づき、適切な取扱いが行われるよう留意されたい。

※１ 特定個人情報とは、個人番号をその内容に含む個人情報のこと。
※２ 特定個人情報保護委員会ＨＰ→「法令・ガイドライン」→「ガイドライン」

(3) 関係事務の洗い出しと業務フローの見直し

• 番号制度導入に当たっては、個人番号を利用する事務、当該事務の所管課及び関係課を網羅的に洗い
出した上で、個人番号を利用する時点を確認するなど、制度導入後の新たな業務フローを作成する。

• 当該業務フローは、システム改修要件の明確化、セキュリティ対策等に活用されたい。 →３．(p.15)参照

(4) 業務システムの改修等

• 上記業務フローも活用した上で、番号制度導入に必要な業務システムの改修に向け、改修要件の整理、
改修費用の予算措置（予算要求、補助金申請）、システム調達等を行っていただきたい。

• 見積書の精査（見積書の内訳から工数等の妥当性確認、複数者から見積を取得し比較等）が必要。
→４．(p.18)参照

番号制度の導入準備の概要

マイナンバー

特定個人情報保護委員会

番号制度導入準備に必要な全ての資料は、上記ホームページの他デジタルＰＭＯに掲載



関係事務の洗い出しから業務システムの改修まで

平成28年1月番号利用開始、平成29年7月情報連携開始に向け着実な準備を！

番号を利用す
る事務の特定

番号を利用する事務、当該事務の所管課
及び関係課の確認（洗い出し）

• 番号法 別表第一、別表第二
• 主務省令
• 厚生労働省令
• 「主務省令事項の整理」

準備事項 具体的内容

業務の見直し

現在の業務（事務）フローを基に、個人番
号を利用する時点を確認し、新たな業務
フローを作成
新たな業務フローの作成に合わせ、添付
書類の削減など業務効率化を検討

• 番号法 別表第一、別表第二
• 主務省令
• 厚生労働省令
• 「主務省令事項の整理」
• 特定個人情報データ標準レイアウト
• 業務フローサンプル（３．(p.15)参照）

業務システム
の改修

社会保障関係システム改修要件の整理

システム改修費用の予算措置（予算要求、

厚労省への補助金申請）

特定個人情報保護評価の実施

システム改修の調達

• 中間サーバーシステム方式設計書

• 外部インターフェイス仕様書

• 地方公共団体の対応例

• 特定個人情報データ標準レイアウト

• 特定個人情報の適正な取扱いに関す

るガイドライン（行政機関等・地方公共

団体等編）

主な参照資料
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２．「番号利用」と「情報連携」

地方公共団体は、番号法別表第1に規定する事務を処理するため、個人番号を利用した対

象者情報の管理を行うことが可能。

地方公共団体は、個人番号が記載された申請書、届出書等の提出を受け、提出者その他

必要な者（世帯員、児童等が想定される。）の個人番号を取得。

このため、申請書、届出書等の記載事項、様式に個人番号・法人番号の追加を行う厚生労

働省令の改正を実施予定。

（H27.3.31～H27.5.2 省令案のパブコメ実施。また、デジタルPMOで改正様式を掲載中）

一方、通知書等には、個人情報保護の観点から、原則個人番号の追加は行わないことが考

えられる。

※ 制度導入の際に既に保有している対象者情報については、情報提供ネットワークシステムを通じた情報連携が

必要となる者等と個人番号との紐付け（初期突合）を実施。

番号利用：地方公共団体における個人番号を利用した対象者情報の管理（番号法別表第１関連）

（参考）
番号法第９条第１項
別表第一の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者（法令の規定により同表の下欄に掲げる事

務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。第三項において同じ。）は、同表の下欄に掲げる事務の処理に関
して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該
事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。 6



情報連携：情報提供ネットワークシステムを通じた情報連携の実施・添付書類の省略（番号法別表第２関連）

情報照会機関は、番号法別表第２に規定する情報照会機関の事務を処理するため、対象

者の同表に規定する情報（所得情報、住民票世帯情報等）を、情報提供ネットワークシステ

ムを通じて情報提供機関に照会。

※ 情報照会機関は、対象者の個人番号に対応する符号、情報項目、情報提供機関の名称等を指定して送信。

情報提供機関は、上記の情報照会機関からの照会を受け、対象者の番号法別表第２に規

定する情報を、情報提供ネットワークシステムを通じて情報照会機関に提供。

上記の情報提供が実施された場合においては、対象者の当該情報に係る添付書類が提出さ

れた取扱いとなり、当該書類の添付省略が可能となる。

（参考）
番号法第19条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならない。
七 別表第二の第一欄に掲げる者（法令の規定により同表の第二欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、そ
の者を含む。以下「情報照会者」という。）が、政令で定めるところにより、同表の第三欄に掲げる者（法令の規定により同表の第四欄に掲げる特定個人
情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下「情報提供者」という。）に対し、
同表の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報（情報提供者の保有する特定個人情報ファイルに記録され
たものに限る。）の提供を求めた場合において、当該情報提供者が情報提供ネットワークシステムを使用して当該特定個人情報を提供するとき。

番号法第22条2項 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の法令の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含
む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。 7



番
号
利
用

個人番号利用事
務実施者となる
者

① 番号法別表第１の上欄に掲げる者（法令の規定により同表の下欄に掲げる事務の全部又は一部を行う
こととされている者がある場合にあっては、その者を含む。）。

② 当該者から同表の下欄に掲げる事務の全部又は一部の委託※２を受けた者。
※上記に加え、自治体は、福祉、保健若しくは医療その他の社会保障又は防災に関する事務その他
これらに類する事務について、条例で定めるところにより個人番号を利用できる（独自利用事務）

個人番号関係事
務実施者となる
者

① 法令又は条例の規定により、個人番号利用事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載
した書面の提出その他の個人番号を利用した事務（個人番号関係事務）を行うこととされている者。

② 当該者から個人番号関係事務の全部又は一部の委託※２を受けた者。

情
報
連
携※

3

情報照会者とな
る者

番号法別表第２の第１欄に掲げる者（法令の規定により同表の第２欄に掲げる事務の全部又は一部
を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。※１）。

情報提供者とな
る者

番号表別表第２の第３欄に掲げる者（法令の規定により同表の第４欄に掲げる特定個人情報の利用
又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含
む。※１）。

番号利用と情報連携ができる機関

「番号利用」と「情報連携」をどの機関が行うのか、各都道府県と市町村の間で確認・整理する必要がある。

「情報連携」を行うためには、当該事務を行うことについて法令上の根拠※1が必要。

事務処理要領のみに基づき都道府県の事務を市町村が実施する場合、「番号利用」は可能であるが、「情

報連携」はできない。この場合、事務処理特例条例を定めれば「情報連携」が可能となる。

※１ 地方自治法第252条の17の２に基づく事務処理特例条例も含まれる。（それ以外の条例、通知、事務処理要領等は含まれない）。
※２ 単に委託を受けた者について、番号利用では事務の実施が可能であるが、情報連携では照会・提供ともできない（情報提供NWS

の利用ができない）。
※３ 上記の他、自治体が条例により独自に番号を利用する事務について、特定個人情報保護委員会規則の定めるところにより、

情報照会・提供を行うことができる。
※主な事務における個人番号利用事務実施者等の例については、参考資料「社会保障各分野における番号利用・情報連携の概要」を参照
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○ 別表第一の記載内容（抜粋）

9

上欄 下欄

七 都道府県知事 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）による里親の認定、養育里親の登録、小児慢性特定疾病医療
費、療育の給付、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費若しくは障害児
入所医療費の支給、日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施、負担能力の認定又は費用の徴
収に関する事務であって主務省令で定めるもの

八 市町村長 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医
療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所に
おける保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

十一 都道府県知事 身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）による身体障害者手帳の交付に関する事務であって主
務省令で定めるもの

十二 市町村長 身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事
務であって主務省令で定めるもの

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄

情報照会者 事務 情報提供者 特定個人情報

五十七 都道府
県知事等

児童扶養手当法による
児童扶養手当の支給に
関する事務であって主務
省令で定めるもの

市町村長 地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律による療養介護若しく
は施設入所支援に関する情報であって主務省令で定めるもの

児童扶養手当法第三条第二項に
規定する公的年金給付の支給を行
うこととされている者

児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給付の支
給に関する情報であって主務省令で定めるもの

六十六 厚生労
働大臣又は都道
府県知事

特別児童扶養手当等の
支給に関する法律による
特別児童扶養手当の支
給に関する事務であって
主務省令で定めるもの

市町村長 地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定め
るもの

厚生労働大臣若しくは日本年金機構
又は共済組合等

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

番号法別表第一及び別表第二のイメージ：番号法別表は、項番毎に処理する者や利用事務などが定められている。

○ 別表第二の記載内容（抜粋）



番号制度導入の準備に必要な法令等

「主務省令事項の整理」：番号法別表第一及び第二に規定される主務省令事項の整理

• 個人番号利用事務及び特定個人情報について、別表第１及び第２のそれぞれの項ごとに整理したもの。（デジタルPMOに掲
載中）

番号法別表第一主務省令：

• 番号法別表第１に基づき、個人番号を利用する具体的な事務手続を定めたもの。

番号法別表第二主務省令：

• 番号法別表第２に基づき、情報提供ネットワークシステムを利用して情報照会を行う具体的な事務手続、情報提供する特
定個人情報の内容を定めるもの。

各種申請書等を改正する厚生労働省令：各種様式への個人番号の追加等に関する厚生労働省令の改正

• 番号制度の施行に伴い、各種申請書様式や申請項目へ個人番号を追加するための厚生労働省令の改正を実施予定。
（H27.3.31～H27.5.2 省令案のパブコメ実施。また、デジタルPMOで改正様式を掲載中）

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（行政機関等・地方公共団体等編）

• 地方公共団体が特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な指針。
• 本ガイドラインを遵守しないと法令違反と判断される可能性あり。

特定個人情報データ標準レイアウト（事務手続対応版）

• 特定個人情報毎のデータ標準レイアウトと「番号法別表第１及び第2に規定される主務省令事項の整理」による事務手続と
の対応を整理したもの。 （デジタルPMOに掲載中）

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で
定める事務を定める命令（平成26年内閣府・総務省令第５号）

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で
定める事務及び情報を定める命令（平成26年内閣府・総務省令第７号）
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番号法施行に伴う様式改正例（児童手当の認定請求書に個人番号欄を追加）

11

※現時点で想定される例であり、今後の検討過程で変更があり得る
※児童手当法の所管が平成27年４月より内閣府に移行



番号利用事務等を確認する場合には、番号法、番号法別表第１に係る省令等とともに 、デジタルPMOの、
「番号法別表第１及び第２に規定される主務省令事項の整理について」（※）を参照されたい。

②
別表１
項番

別表１省令

③
主体
（別表第１上欄）

④
主体
（実際上の主
体）

⑤
事務
（別表第１下欄）

⑥
具体的な手続

⑦手続根拠
※法令名、条項番号等のみ

⑧
別表第１
の主務
省令に
規定す
るかどう
か

⑨
別表第２
の主務
省令に
規定する
かどうか

⑩
別表２項
番

⑪
別表２枝
番

⑫
情報（別表第２第４欄）

⑬
照会者（別表第２
第１欄）

⑭
提供者（別表第２
第３欄）

⑮
提供者（実際上の提
供主体）

⑯
必要となる具体的な
情報

⑰
必要となる情報
の過年（度）分の
年数

⑲
個人番号の利用にあ
たり現行手続に係る政
省令等の改正の要否
（改正が必要な場合に
はその概要）

⑳
情報連携開
始時期
（別表第２関
係）

条 号 法律 政令 省令 告示・通知

56 44 6

市町村長（児童手当法
（昭和四十六年法律第七
十三号）第十七条第一項
の表の下欄に掲げる者
を含む。）

市町村、
所属庁（公務
員の場合）

児童手当法による児童手当又は特
例給付（同法附則第二条第一項に
規定する給付をいう。以下同じ。）
の支給に関する事務であって主務
省令で定めるもの

父母指定者の届出の受
理

児童手当法４条１項
２号

児童手当法施行規
則
1条の３、様式１号

○ ×

○
届出様式に個
人番号欄を追
加

56 44 6

市町村長（児童手当法
（昭和四十六年法律第七
十三号）第十七条第一項
の表の下欄に掲げる者
を含む。）

市町村、
所属庁（公務
員の場合）

児童手当法による児童手当又は特
例給付（同法附則第二条第一項に
規定する給付をいう。以下同じ。）
の支給に関する事務であって主務
省令で定めるもの

父母指定者の届出に係
る事実の審査

児童手当法４条１項
２号

児童手当法施行規
則
1条の３、様式１号

○ ×

56 44 1

市町村長（児童手当法
（昭和四十六年法律第七
十三号）第十七条第一項
の表の下欄に掲げる者
を含む。）

市町村、
所属庁（公務
員の場合）

児童手当法による児童手当又は特
例給付（同法附則第二条第一項に
規定する給付をいう。以下同じ。）
の支給に関する事務であって主務
省令で定めるもの

受給資格者からの認定
の請求の受理

児童手当法7条

児童手当法施行規
則
1条の4、様式２号、
３号

○ ×

○
届出様式に個
人番号欄を追
加

56 44 1

市町村長（児童手当法
（昭和四十六年法律第七
十三号）第十七条第一項
の表の下欄に掲げる者
を含む。）

市町村、
所属庁（公務
員の場合）

児童手当法による児童手当又は特
例給付（同法附則第二条第一項に
規定する給付をいう。以下同じ。）
の支給に関する事務であって主務
省令で定めるもの

認定の請求に係る事実
の審査（生計を維持する
程度が高い者の確認）

児童手当法4条、7
条、27条、28条

児童手当法施行規
則
1条の4、様式２号、
３号

「児童手当法の一部を
改正する法律等の施行
について」（平成24年３
月31日雇児発0331第１
号）
「「児童手当Q&A」につ
いて」（平成24年４月27
日事務連絡）

○ ○ 74 1
地方税関係
情報

市町村長（児童
手当法第17条第
1項の表の下欄
に掲げる者を含
む。）

市町村長 市町村長
受給資格者及び配偶
者の前年（前々年）所
得の情報

前年（支給開始
月が１～５月の場
合はその前々
年）の情報

平成29年7
月

56 44 1

市町村長（児童手当法
（昭和四十六年法律第七
十三号）第十七条第一項
の表の下欄に掲げる者
を含む。）

市町村、
所属庁（公務
員の場合）

児童手当法による児童手当又は特
例給付（同法附則第二条第一項に
規定する給付をいう。以下同じ。）
の支給に関する事務であって主務
省令で定めるもの

認定の請求に係る事実
の審査（所得の確認）

児童手当法5条、7
条

児童手当法施行規
則
1条の4、様式２号、
３号

○ ○ 74 1
地方税関係
情報

市町村長（児童
手当法第17条第
1項の表の下欄
に掲げる者を含
む。）

市町村長 市町村長
受給資格者の前年
（前々年）所得の情報

前年（支給開始
月が１～５月の場
合はその前々
年）の情報

平成29年7
月

56 44 1

市町村長（児童手当法
（昭和四十六年法律第七
十三号）第十七条第一項
の表の下欄に掲げる者
を含む。）

市町村、
所属庁（公務
員の場合）

児童手当法による児童手当又は特
例給付（同法附則第二条第一項に
規定する給付をいう。以下同じ。）
の支給に関する事務であって主務
省令で定めるもの

認定の請求に係る事実
の審査（被用者・非被用
者の別の確認）

児童手当法7条

児童手当法施行規
則
1条の4、様式２号、
３号

○ ○ 75 1
年金給付関
係情報

市町村長

厚生労働大臣若
しくは日本年金
機構又は共済組
合等

・日本年金機構
・日本私立学校振興・
共済事業団
・国家公務員共済組
合連合会
・地方公務員共済組
合
・全国市町村職員共
済組合連合会

受給資格者の年金の
加入情報

認定請求時の情
報

平成29年7
月

56 44 1

市町村長（児童手当法
（昭和四十六年法律第七
十三号）第十七条第一項
の表の下欄に掲げる者
を含む。）

市町村、
所属庁（公務
員の場合）

児童手当法による児童手当又は特
例給付（同法附則第二条第一項に
規定する給付をいう。以下同じ。）
の支給に関する事務であって主務
省令で定めるもの

認定の請求に係る事実
の審査（上記以外の内容
の確認）

児童手当法4条、7
条

児童手当法施行規
則
1条の4、様式２号、
３号

○ ×

※番号法別表第１、第２の項番号順に、個人番号を利用する具体的な手続きや、情報提供ネットワークシステムを利用して情報連携を行う
具体的な手続きを明らかにしたもの。

※番号法別表第１、第２の主務省令は、当該整理の表をもとに、それぞれ、『誰が、何の事務のために、番号を利用できるか』、『誰が、何
の事務のために、どのような特定個人情報を情報連携できるか』を定める。

※番号利用・情報連携を行う主な手続は参考資料を参照。

個人番号を利用する
具体的な事務手続

申請様式や申請項目について、「個人番号」を追加する
等の改正をするもの（厚生労働省令・告示の改正）（例）

情報連携を
するかどうか

児童手当の申請に
係る一連の事務

父母指定者の届出に
係る一連の事務

（注）現時点での考え方を示したものである。（平成26年10月24日現在デジタルPMOより抜粋）

情報連携する
情報の内容

12



特定個人情報毎に情報提供者、データ定義（項目名、データ型、項目説明等）及び当該特定個人情報を使用する事務手続と

の対応を整理したもの。

情報連携する特定個人情報の詳細な内容が把握できる。 特定個人情報の番号、名
称及び情報提供者

（例）
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特定個人情報データ標準レイアウト（事務手続対応版）の記載内容

A

B

C

A

B C• 情報提供ネットワークを通じて連携するデータ項目及びデータ型・桁等を示した欄
• 中間サーバーへの副本登録時のデータについては、当該データ定義に準拠する必要
がある。

照会する手続、照会者、照会条件、照会時に使用
したいデータ項目を示した欄
【情報照会条件】
①規定 ：現時点の最新情報を照会
②時点指定 ：過去の時点における最新情報を照会
③範囲指定 ：一定期間の情報をまとめて照会

※記載時点での考え方を示したもの。
（平成27年2月6日デジタルPMOより抜粋)

※ レイアウトの詳細な見方は、「情報提供ネットワークシステムにおける特定個人情報デー
タの取扱いに係る共通指針」（デジタルＰＭＯに掲載）を参照



マイナンバーの取扱いを分かりやすく解説し
たガイドラインがあります。

マイナンバーには、利用、提供、収集・保管の制限があります。

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

・地方公共団体は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、
必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。
・地方公共団体は、委託先に対する法律上の監督責任があります。
・マイナンバーを取り扱う事務の委託を受けた者が再委託を行うには、委託者の許諾を得る必要があります。

マイナンバーの適切な安全管理措置に組織としての対応が必要です。

・マイナンバーの利用、提供、収集・保管は、法令に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務を行
う場合に限定されています。
・地方公共団体がマイナンバーを利用するのは、個人番号利用事務、個人番号関係事務、番号法第19条第12
号から第14号までに基づき特定個人情報の提供を受けた目的を達成するために必要な限度で利用する事務
に限られます。
・マイナンバーを取り扱う必要がなくなった場合は、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄又は削除しなけ
ればなりません。

ガイドラインでは、これらのマイナンバーの取扱いについて具体例を用いて
解説しています。

特定個人情報保護委員会

特定個人情報…マイナンバーをそ
の内容に含む個人情報

14

ガイドライン（行政機関等・地方公共団体等編） をご覧ください。



３．業務フローの確認及び見直し

各地方公共団体においては、個人番号利用事務、情報連携を行う事務とその内容、申請書等

の変更などをご確認いただき、既存の業務フローの変更箇所等の確認を進めていく必要がある。

１ 現行業務フローの確認

現行業務フローの確認（存在しない場合は作成）に当たっては、以下のポイントに注意する。

① 次の情報が網羅されているか。

・業務関係者及び組織体（申請者、自団体の自組織職員及び他組織職員、他団体の関係者等）

・取り扱う情報（申請情報、組織内で保有している情報、他組織から入手する情報等）

・情報格納場所（業務システム、出力帳票等）

② 業務及び情報の流れ並びに処理の判断が明確かつ正しく整理されており、実際の業務と相違ないか。

２ 見直し後業務フローの作成

現行業務フローを元に、以下の観点から番号制度導入後の業務フローを作成する。

① 情報連携で入手することになる情報は、文書照会からシステム間情報連携へ変更

② 制度導入に伴い業務処理の標準化、効率化の余地がないか（他業務と比較し複雑な処理がないか等）。

※業務フローサンプル（デジタルPMOに掲載）

社会保障関係事務・手続における番号制度導入後の業務フローサンプルを提示するので、参考の上、自

治体独自の業務フローを作成すること（サンプルはあくまで一例であり、自治体の業務を踏まえて作成する

こと）。 15


